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ABSTRACT
Japan’s uniform market is expected to shrink with declining birth 

rates, aging population and low economic growth. On the other hand, 
markets in developing countries, including China and Southeast Asia, are 
growing. Japanese manufacturing companies which are traditional customers 
for the Japanese uniform market have also shifted their production base to 
the growing market. Such markets have transformed from a production base 
to become a market. With these changes in the business environment 
concerning uniform products, uniform companies in Japan have to adapt to 
the new market environment, and have to construct value chains from fiber, 
yarn, fabric, sewing, sales, rentals, and finance to supply high-quality 
products. In order to do this, companies in each step are to reinforce 
cooperation with each other and complement each company’s strengths 
and weaknesses. Also, companies need to construct a system that proposes 
uniforms as a system. In some cases, formulating a strategy country by 
country as an industry whole may work. The industry also should propose 
cultural nursing and corporate strategy to the client companies by way of 
uniforms.

要　約
我が国のユニフォーム市場は社会の少子化、高齢化に加え、経済の低成長に
より縮小傾向に向かうことが予想されている。他方、中国や東南アジア等新興
国市場では人口と経済が拡大、また日本で顧客である日系企業の海外進出等、
我が国のユニフォーム企業にとって、これまでの生産拠点としての位置づけか
ら市場としても見逃せない規模に成長しつつある。このようにユニフォーム作
業を取り巻く事業環境が大きく変わる中で、我が国のユニフォーム企業には新
たな市場環境に適応しつつ、新たな糸、生地、縫製、販売・レンタル、金融の
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１．	 ユニフォーム市場構造

（１）我が国におけるユニフォーム市場
構造

我が国のユニフォーム市場は社会の少子高齢

化、経済の低成長により平成 3年より漸減して
いる。（図表 1）
我が国のユニフォーム市場の特異性として、
高品質素材（機能、デザイン）、きめ細かいサー
ビス（追加発注への対応、短い納期、迅速なデ
リバリー）がある。これに対応するように数多
くの企業が参入している。

価値連鎖（バリューチェーン）を構築しつつ、機能、品質、価格、デザインに
おいて優れた製品を継続的に提供していく使命が課されている。このためには
糸、織り、染め、縫製、アパレル流通（商社）の各工程における企業が一層の
連携を強め、各企業の情報、技術、資金の強み /弱みを補完しながら、ユニフォー
ムをシステムとして提案していく体制を構築する必要がある。場合によっては
国別戦略を業界として作成することも有効であろう。これらの動きに呼応して
ユニフォーム企業人にもユニフォームを通じた文化育成、企業戦略を提案する
力が求められる。

Keywords :  ユニフォーム、アジア市場、EPA、FTA

女子ユニフォーム　マーケット規模（企業納入ベース）

白衣・サービスウェア　マーケット規模（企業納入ベース）

出所：「ユニフォーム年鑑 2012 年版」ユニフォーム企画調査会

男子ワーキングウェア　マーケット規模（企業納入ベース）

官公庁制服　マーケット規模（企業納入ベース）

図表 1　我が国のビジネスユニフォームマーケットの推移
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市場構造をみると、ワーキングウェア、制服
は市場規模は大きいが参入企業数も 30社近く
と多い。女子事務服、白衣、サービスユニフォー

ムも市場規模は比較的小さいがそれでも参入企
業数は 10社以上が競合する形となっている。
（図表 2）

我が国のユニフォーム流通構造（図表 3）は、
生地メーカー、ユニフォーム縫製メーカー、卸、
商社がそれぞれ対等な関係を持っている。現状
では RM（レディメイド／カタログ備蓄）品は、

小口は E-Commerceや通信販売によるカタロ
グ販売、大口は代理店からの販売が中心であり、
OM（オーダーメイド／特注）品は特約店や代
理店ルートが中心となっている。

注 1. 平成 23年のデータ
注 2. HHIとは Herfindahl-Hirschman Index（ハーフィンダール・ハーシュマン指数）で、各企業の市場シェアを二

乗した合計である。これにより市場の集中度を計る。この数値が大きいほど市場の寡占が進み、逆に小さいほど、
多くの企業が乱立し競争が激しくなりやすいと判断される。

注 3. 会社数は主要企業数
注 4. 各社、表中上記 4種類のユニフォームの中から複数種類を生産している場合もあるが、主要製品の生産を行う

カテゴリーで計算
出所：「ユニフォーム年鑑 2012 年版」ユニフォーム企画調査会

出所：インタビューにより著者作成

図表 3　我が国におけるユニフォーム製品流通の流れ

図表 2　我が国のユニフォーム事業
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（２）ユニフォーム市場の国際比較

ユニフォームを含む繊維製品の貿易構造で特
徴的なことは日欧米それぞれの域内市場でその
域内の現地企業が主に供給を行っているという
ことである。その傾向は繊維貿易を巡るFTA［注1］

及び EPA［注 2］によって加速してきている。米
国は NAFTA、CEFTA等の枠組みを使った
ヤーンフォワード（糸以降の生産工程を域内で
行うもの）、欧州は中東欧、北アフリカを使っ
た枠組みやバングラデシュなどからの LDC特
恵制度の活用、日本 /アジアは AFTA及び日
本 -ASEAN包括的経済連携協定（AJCEP）で
の原産地規定（2工程基準）による無税での輸
入、及び関税暫定措置法 8条を活用した委託加
工製品の再輸入制度である。
地域別の需要構造を見ると、中国、韓国は日
本と並びユニフォームが普及している市場であ
る。
中国は日系企業の工場、事務所ニーズの他、
高機能ユニフォームを求める一定の顧客層が存
在する。ユニフォームが必要な中国の労働人口
は約 5000万人でユニフォーム市場は毎年数
百億円～ 1000億元以上の需要がある。［注3］

東南アジアは、人口では少なくとも欧州に匹
敵し、経済も成長していることから汎用ユニ
フォーム市場としては魅力的である。製造地と
して重要なベトナムは人口約 8784万人（2011）、
ミャンマーも人口が 4834万人（2011）であり、
将来の市場としても期待されている。しかしな
がら現状では、日系工場、事務所以外では、例
えばレディース向けオフィスユニフォームに見
られるように、未だ市場が大きくない［注 4］の
が現実である。また、流通構造や商習慣も我が
国と異なっている。例えばタイ国では、制服と
して現物支給されるのではなく、生地が支給さ
れ、各個人がテイラーに持ち込み制服にする文
化がある。こうした市場が今後、我が国型の
RM（レディメイド）、OM（オーダーメイド）
の市場に変化するか注視が必要である。
他方、少子高齢化は日本だけに限った状況で
はなく、欧米はもとよりアジアに於いてもその
傾向がある。このため同地域では医療用白衣の
拡大も今後見込まれる。
欧州市場は国・地域による経済格差が大きく

発展段階も異なるので、多様なユニフォームの
ニーズがある。欧州市場は大きく 2つに大別さ
れ、北欧、ドイツ、ベネルクス 3国、英国の市
場、及びフランス、イタリア、スペインなどの
ラテン系諸国の市場である。我が国企業も、地
域別に特色を打ち出したビジネスモデルの構築
のしかたによっては狙えるマーケットもあるだ
ろう。
米国市場は日本ほど繊細なデザインや品質が
要求されない。他方、巨大なレンタル市場があ
り貧富の格差も激しいが、人口が将来も増加す
ると予想され、有望市場として捉えるべきであ
る。但し域内に低賃金で働く労働者が供給され
ていることから一般的には廉価市場であり、我
が国ユニフォーム産業にとって当面は厳しい
マーケットとなっている。（図表 4）
市場の成熟度をみると東南アジアではまだ

「（ユニフォームを）『着せる側』」主導の市場で
ある。同地域では卸・問屋が複層となった構造
が残り、人的関係や低価格といった点が競争力
ポイントとなる。これに対して、日本や欧米で
は「着る側」もしくは（着ているのを）『見る側』
が中心の市場に達している。この場合、ユニ
フォームのファッション性、デザイン性、機能
といった要素が競争力の源泉となる。例えば、
高機能の看護師の制服（ナースウェア）には「透
けない」「抗菌」「ストレッチ性」などの高機能
性が求められる。こうしたユニフォームの採用
は経済が成長するにつれ、『着せる側』よりも『着
る側』の意向が強く反映されるようになる。こ
うしたナースウエアを採用する病院は現時点で
は新興国にはまだ多くはないだろう。新興国市
場がこの段階にまで完全に到達するには時間が
かかる。

2．主なグローバルユニフォーム
企業

円高対応や経済のブロック化に伴い、日本か
らのユニフォームの完成品輸出は特に高付加価
値品以外は難しくなってきている。このことか
ら各経済圏の域内で、糸、生地、縫製、販売、
物流、在庫、決済、代金回収までのトータルな
プロセスを完結させる動きが強まっている。米
国においては Cintas社（米）、Unifirst社（米）、
G＆ K社（米）、Aramark社、欧州において



Development Engineering Volume 19, 2013

53

は Berendsen社（英、デンマーク）、Kwintet
社（スウェーデン）、Lindstrom社（フィンラン
ド）等の巨大ユニフォーム販売・卸、レンタル
業者が存在し、それぞれの地域でビジネスシス
テムを構築している。
こうした巨大ユニフォーム販売、卸会社は大
ロットの取引により生地調達の交渉力を強化し
ている。欧米のユニフォーム企業はその規模に
おいて巨大であり、例えば、米国の Cintas社（ユ
ニフォーム販売で約 340億円、ユニフォーム
レンタルで約 2177億円：2011年）は、欧州、
中南米、中東などへ展開していく計画であり、
その他の地域ではイメージやファッションユニ
フォームの同社による直接販売を行う。グロー
バルなデザインチームが、一貫したグローバル
なファッションブランドを維持しながら、服の
デザインとカスタマイズをすることで地域の文
化性への考慮も行う。このため各地域のデザイ
ナーと緊密に連携を行う（出所：同社 HP）。

Aramark社（ユニフォームの販売、レンタ
ルで約 1012億円：2011年）も中南米、欧州、
アジアに販売拠点を持つ。Unifirst社（米）は、
ユニフォーム及び防護服の販売を主に行う。

G&K社（米）は主にユニフォームの販売、レン
タルを行う。Berendsen社（ユニフォームの販
売で約 346億円：2011年）は欧州（北欧、ド
イツ、オランダ）中心に展開している。
Kwintet社（売上約 760億円：2011年）は欧州、
北米、アジア太平洋、中東、アフリカに展開し
ている総合ユニフォームアパレル企業である。
アジアにおいても上流工程においても台湾、
韓国の素材メーカーが力をつけ、安価の良質品
の大量供給を始めた場合、我が国ユニフォーム
業界にとっての脅威となりうる。他方、中国で
は急速に市場が拡大した結果、2.5万社以上
（JETRO 2012年 3月）の供給企業が生まれ、
中には陽光集団のように軍、民生用にも広く販
路を持つ大規模な企業も台頭しつつある。
我が国の最大の医療用ユニフォームメーカー
であるナガイレーベン㈱でも売り上げは 145億
円（2011年度）であり、日本国内市場だけをター
ゲットにする場合は、現状の企業規模だけで対
応可能であろうが、アジア市場を深耕する場合
は企業合併（M&A）等による企業規模拡大が
望まれる。

もしくは北米

バッ

ク

図表 4　主要ユニフォーム市場における需給構造

注 1：CAFTA（中米自由貿易協定：Central America Free Trade Agreement）を活用すれば無税で北米に輸出でき
る。

注 2：総合市場評価は筆者による（◎大変有望、○有望、△あまり有望ではない）。
注 3：European Textile Service Association（2009）によると、2007年の時点での欧州におけるユニフォーム市場の

規模は約 4700億円（4.3billion Euro ）2012年 3月 31日の換算レートで 1ユーロ =109.73円
注 4：中国市場の規模は JETRO 2012年 3月「市場・トレンド情報　中国ユニフォーム市場より
出所：日本ユニフォームセンター会員企業インタビュー、JETRO資料等により作成、人口予測は国連medium	variant のケース
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3．日本のユニフォームメーカー
にとっての今後の有望市場

日本ユニフォームメーカーにとっての最大の
脅威はマーケットの変化である。これまでの主
要顧客であった日本企業自体が日本国内での生
産活動を縮小すること（男子ワーキングウェア
の減少）、社会の少子化（スクールウェアの減
少）、オフィスでの私服化（女子事務服の減少）

である。他方、高齢化により医療用ユニフォー
ムニーズは高まることが予想される。
こうした国内事情を鑑み、アジアを中心とす
る日本以外の市場開拓が急務となっている。現
在、アジアにおける市場は現地進出した日系企
業向け用途や特定機能ニーズが中心であるが、
国内市場の成熟化により販路の裾野を広げるに
は現地市場における中位マーケットである汎用
ユニフォーム市場を取り込むことが不可欠であ
る。（図表 6）

注：データは 2011年
注 2：CINTAS社はユニフォーム販売とレンタル別にデータあり
出所：各社アニュアルレポートより作成

図表 5　日米欧ユニフォーム企業の販売額

現地仕様
セグメント

注：BOP:Base of the economic pyramid
出所：著者作成

図表 6　アジアにおける日本企業ユニフォームの展開
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4．日本のユニフォーム事業に求
められる施業

ユニフォーム事業にかかわる以上のような状
況を背景に、我が国のユニフォーム企業は、以
下の戦略を同時に採用し、ユニフォームをシス
テムとして提案することが求められている。
そのためには以下の具体的な施策が必要とな
る。

1）	 一層の最適生産分業体制の構築
現時点においては国内縫製工場は処理能力の
制約から短納期対応やサンプル・試作品の製作、
中国、東南アジア工場が大ロットの生産と言う
分業体制であるがこうした分業体制を加速させ
る。縫製などの下流工程の生産体制として、現
在の中国からプラス１としてのベトナム拠点等
の拡大、低賃金でありながら日本、EU市場へ
の GSP（一般特恵関税制度）を活用し、無関
税で輸出できるバングラデシュといった拠点で
の生産拠点の開発、日本―ASEAN包括的経済
連携協定を有効に活用できるように、ASEAN
域内での素材から縫製、流通の確立などが必要
である。AJCEP（EPA）［注 5］を活用し、ASEAN
複数国を跨ぐサプライチェーンの構築もより活
用すべきであろう。例えばマレーシア、タイ、
インドネシアなどの日系テキスタイルメーカー
から素材を調達し、ベトナムで縫製するといっ
た ASEAN内での累積現産地規制（最低プロ
セス）を活用し、我が国に無税で輸入するシス
テムの構築拡大が課題である。
こうして製品のグレード、加工工賃、物流コ
スト、生産キャパシティ、関税率等を見ながら
国々のリスクのバランスを考え、分散投資しつ
つ、安定した低コスト生産体制の構築を継続し
てすすめることである（図表 7）。
今後は我が国のユニフォームメーカーが多く
の合弁協力工場を持つベトナムなどが TPPに
参加すること及び EU-ASEAN間の FTAもこ
れまでミャンマーの民主化問題が障害となって
いた。2013年 3月から交渉再開が検討されて
いることから、日本市場だけでなく欧米市場を
も視野にいれたダイナミックな海外展開が可能
になるはずである。

2）	 高機能素材の開発
糸、織、染色の上流工程の生産体制で我が国
企業が生産する高機能素材（伸縮性、抗菌、防
臭、難燃、吸汗、速乾）の素材開発で圧倒的な
地位を維持する。これには高付加価値と低コス
トを同時に実現せねばならず、規模の経済を可
能とする市場の確保が必要となる。商用市場で
ある程度の規模を確保した日本のテキスタイル
メーカーが得意とする抗菌防止、難燃性、透湿
防水、耐電性などの高機能素材である。また一
連のプロセスで付加価値をつけることに加え
て、糸、織、染色のそれぞれで付加価値をより
つけ、競争力を強化することが望まれる。

3）	 デザインとCI（コーポレートアイデンティ
ティ）の融合

顧客企業の（グローバル）戦略を理解した上
で、CIとしてのユニフォームデザインをブラン
ドとして育てていくこと。これを各国の個別市
場において展開していくことである。

4）	 縫製技術の維持
我が国の縫製メーカーの縫製技術を維持・拡
大することは引き続き重要な課題である。

これら施策をスピード感を持って統合したビ
ジネスモデルを構築し、一定の規模の市場を得
ること、それにより生産コストを下げ競争力を
つけることが鍵となる。グローバル市場で勝つ
ことが即ちフラグメントした個別各国市場でも
勝つための早道である。経営学では「グローバ
ルな統合（Global Integration）」による標準化
による低コスト生産と地域適合（Local 
Adaptation）による各国個別市場への適応の
中でどのようにバランスをとるかが重要なテー
マとなっている。ユニフォームの業界でも、糸
及び素材生産のグローバル標準化をすすめつ
つ、世界市場で大きな販売先を確保することに
よるコスト削減、他方で各国の気候（温度、湿
度）、文化（例えば中国やベトナムの天然繊維
への選好）、経済発展（ユニフォームを着る）
に応じた現地適応を図る必要がある。
レンタルなど新しい業態への対応も業界とし
て必要となろう。米国では市場の半分程度が
レンタルである。レンタル市場は我が国市場に
おいては現状では全ビジネスユニフォーム市
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場［注 6］の 4305億円の 20%程度の規模であるが、
企業の経費削減意識の拡大や費用の固定費から
変動費への転換志向、セキュリティ意識の高ま
り等を受け今後成長が期待されている分野の一
つである。中国や東南アジアなどにおいても今
後、経済成長に伴い、レンタルの市場機会が出
てくることも考えられる。特に病院、半導体の
クリーン工場、食品加工工場などは市場拡大が
期待される。実際、Cintas社、Lindstrom社
等は中国市場に展開している。レンタルウェア
は繰り返し洗い、高温など特別な耐久性が必要
となる。これに対応するには素材からの開発、
縫製、クリーニング、ファイナンス等も含めた
トータルなビジネスモデルの構築が必要であ
る。洗濯温度、生地による収縮率、色落ちなど
も国・地域により異なるので、染色・整理・加
工を含めた生地製造のノウハウが特に必要とな
る。
我が国独自の高機能のユニフォーム市場を新
たに構築していくには各国の制度面の支援を行
うことから参入することも考えられよう。これ
には日本のテキスタイルメーカーの強みである
高機能市場を拡大すべく、ISO/IEC［注 7］など
各種国際規格、欧州の EN［注 8］、 米 国の
AATCC［注 9］など地域規格、JISなど我が国の
工業規格をデザイン等初期段階からの導入の働
きかけを現地政府、ユーザー企業に行うこと、
及び現地のデザイナー等を活用したローカル
ニーズの取り込みが重要となる。
我が国における安全衛生基準、抗菌制菌等の
基準（SEKマーク等）が我が国素材メーカー
の技術進歩に貢献してきた点も否めない。例え
ば、HACCP［注 10］対応により、異物混入をは
じめとする食品安全性と衛生管理の基礎作りな
どがその例である。アジア等諸国に我が国の
ユーザー側の管理基準を移植することで新たな
市場を確保することができる。他方、流通構造
の変化による需要側からの品質向上要求もあ
る。我が国の食品工場のユニフォームにおいて
HACCP導入を促進したのは、食品企業にとっ
ての顧客であるコンビニ業界等のユーザー側の
働きかけである。新興国市場においても、経済
が向上し、流通構造に変化が起きてくれば、新
しい顧客層が高機能素材を使ったユニフォーム
の採用も増える可能性は大きい。
また地域における先進的な企業に早期に提案

（刷り込み）することによって、ブランドを確
立し、市場の主導権を握り、結果、顧客を囲い
込むことも考慮すべきであろう。新興国の経済
が伸びるということは、そこに存在する企業も
成長するということである。これらの地域の
人々にとってはユニフォームを着ることは自慢
であり誇りとなっている。こうした企業にユニ
フォーム文化をより定着させ、成熟した「着る
側」『見る側』市場に誘導していくこと、その
ために個別顧客企業の戦略を理解し良質なユニ
フォームをシステムとして提供することで新た
に市場を創造することができる。
このようにユニフォーム作業を取り巻く事業
環境が大きく変わる中で、我が国のユニフォー
ム企業には新たな市場環境に適応しつつ、新た
な糸、ファブリック、縫製、販売・レンタル、
金融の価値連鎖（バリューチェーン）を構築し
つつ、機能、品質、価格、デザインにおいて優
れた製品を継続的に提供していく使命が課され
ている。
このためには糸、織り、染め、縫製、アパレ
ル流通の各工程における企業が一層の連携を強
め、各企業の情報、技術、資金の強み /弱みを
補完しながら、ユニフォームをシステムとして
提案していくビジネスモデルを構築する必要が
ある。場合によっては国別戦略を業界として作
成することも有効であろう。これらの動きに呼
応してユニフォーム企業人にもユニフォームを
通じた文化育成、企業戦略を提案する力が求め
られる。
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定している。

［注 8］ EN：European Norm 欧州規格
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